
■履修中止（ウィズドロー）手続きの流れ図

履修中止手続き期間

（セメスター科目）
・登録調整終了日の翌日から3週間を目処
（第1・第3クォーター科目）
・登録調整終了日の翌日から1週間を目処
（第2・第4クォーター科目）
・登録調整終了日の翌日から3週間を目処

※履修中止対象外科目について
必修科目など履修中止できない科目があります。
所属する学部・学科等によって異なりますので、
時間割配当表をご確認ください。
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＜履修登録は慎重
かつ計画的に＞
履修の登録に当
たっては、①卒業
要件/単位数に十
分注意する、②指
導教員と相談する

履修中止手続き期間は
学年暦で確認を！

授業に出席したが、
自分が学びたい内
容と違っていた…

授業に十分につ
いていけない…

琉球大学授業科目の履修中止に関する申合せ（令和3(2021)年10月1日実施）


